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　薬の効果は、薬理学や病態生理学とし
て理解されているような生物学的要因
と、服薬という行為や状況によってもた
らされる社会・心理的要因に分けること
ができます。後者は薬を飲む人の背景や
心理的な影響、あるいは「広義のプラセ
ボ効果」と言い換えれば分かりやすいか
もしれません。薬剤師にとって大事なこ
とは、薬の効果に占める両者の割合が、
その種類や治療目的によって変わる可能
性です。
　薬の効果について、2015年に興味深
い研究が報告されています（P M I D：
26431961）。この研究は、過去に報告
されているランダム化比較試験のデータ
から、19種の薬物治療に関する臨床的
な効果の大きさを比較したものです。
　解析の結果、２型糖尿病患者の死亡リ
スクに対するメトホルミン、高血圧患者
の心血管疾患リスクに対するＡＣＥ阻害
薬、脂質異常症患者の心血管疾患リスク

に対するスタチン系薬剤など、将来的な
合併症リスクの低減を目的とした予防的
な効果は、臨床的にはかなり小さいこと
が示されました。
　一方で、逆流性食道炎患者の症状緩和
に対するプロトンポンプ阻害薬、疼痛緩
和に対するオキシコドンとアセトアミノ
フェン併用、慢性閉塞性肺疾患患者の呼
吸機能に対するチオトロピウムなど、主
観的な症状の緩和を目的とした対症的な
効果は大きいことが示されています。
　予防的な効果よりも対症的な効果の方
が大きいことは、薬の効果に占めている
社会・心理的要因の割合が、予防的な薬
物治療で小さく、対症的な薬物治療で大
きい可能性を示唆しています。例えば、
死亡リスクに対する薬物治療と、疼痛に
対する薬物治療、どちらがプラセボ的な

効果の恩恵が強いのだろうかと考えれ
ば、その意味が良く分かると思います。
むろん、この場合は後者でしょう。プラ
セボ的な効果だけで死亡リスクが大きく
減るとは考えにくいからです。
　生物学的要因に基づく薬の効果は、薬
剤成分が有する潜在的な薬効であり、不
変的かつ絶対的なものです。しかし、社
会・心理的要因に基づく薬の効果は、医
療者と患者の関係性、あるいは服薬する
文脈によって変化する可能性がありま
す。そういう意味では、対症的な薬物治
療は、「薬」が「人」を癒すというより
はむしろ、医療者という「人」が「人」
を癒すということに他なりません。薬剤
師による服薬説明や患者対応は、本質的
には社会・心理的要因に基づく薬剤効果
の一部なのです。
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「薬事日報」の紙面から
　薬剤師の調剤業務をめぐり一部の
自治体で規制改革に関する要望が出
されている。大分県津久見市は、離
島のへき地などにいる患者に診療所
に常駐する看護師が調剤を行い、医
薬品の提供が可能とするよう提案し
たほか、岩手県矢巾町は小規模薬局
の一包化調剤業務を大規模な調剤薬
局に業務委託する構想を持つ。こう
した規制改革の動きに対し、日本薬
剤師会は「調剤業務の効率化だけで
はなく、薬局業務の高度化、地域医
薬品提供体制の充実につながるかど
うかの検討が必要」との姿勢を示し、
新設したタスクフォースのもと調剤
業務のあり方を検討する方向だ。
　10月３日にオンラインで開催さ
れた日本薬剤師会東北ブロック会議
で報告されたもの。津久見市は、地
方分権改革への要望として、香川県
高松市、高知県、大分県、宮崎市と

離島でオンライン診療を行う場合の
調剤制限緩和を共同提案した。
　津久見市から船で20分の場所に
は離島があり、医師が週に３回程度、
島に渡り診療を行っている。その島
には常駐している薬剤師がおらず、
市は看護師が医師や薬剤師の指示の
もと調剤を行い、医薬品を提供する
ことが可能になるよう国に規制緩和
を求めている。
　これに対し厚生労働省は「看護師
による調剤は薬剤師法で認められて
いないため難しい」と回答。「離島
などの医薬品提供体制は、地域薬剤
師会等の協力により、当該診療所に
薬剤師を派遣するなどの対応をまず
検討することが重要」との認識を示
した。
　日薬の磯部総一郎専務理事は、「規
制の特例よりも薬局の整備を議論す
るのが第一」と説明した。現在、大

分県の薬剤師会や病院薬剤師会など
と連携し、離島の診療所に薬剤師を
常置で派遣することを検討してい
る。
　政府のスーパーシティ型構想に名
乗りを上げる岩手県矢巾町は、小規
模薬局の一包化調剤業務を大規模な
薬局に業務委託が可能になるよう規
制改革を提案した。
　町には岩手医科大学附属病院があ
り、門前には調剤薬局チェーン、比
較的人口が少ない周辺地域に十数軒
の薬局が立地している。小規模薬局
の薬剤師が対人業務の時間を確保す
るために、一包化調剤業務を他の薬
局に委ねることを想定している。

　ただ、矢巾町側から薬剤師会・岩
手医大に具体的な話は来ていないと
いう。日薬は調剤業務の外部委託に
は反対の立場を取っており、岩手県
薬から町に働きかけを行っている。
　調剤業務のあり方については、今
後、厚労省「薬剤師の養成及び資質
向上等に関する検討会」で議論が再
開される見込み。日薬は「調剤業務
のあり方は薬剤師会が考えるべき問
題」との認識を示し、タスクフォー
スを設置した。ＡＩやロボットなど
調剤業務の技術のイノベーション、
非薬剤師の活用などについて検討し
ていく方針だ。

（2021年10月06日掲載）

一部自治体が検討進める
調剤業務で規制緩和の動き
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